
 

 

我 孫 子 市 開 発 行 為 に 関 す る 条 例 の 逐 条 解 説 新 旧 対 照 表  

 

改正後  改正前  

 

【条例】  

（敷地面積の最低限度）  

第 １ ６ 条  法 第 ３ ３ 条 第 ４ 項 に

規 定 す る 政 令 第 ２ ９ 条 の ３ に

定 め る 基 準 に 従 い 条 例 で 定 め

る 開 発 区 域 内 に お い て 予 定 さ

れ る 建 築 物 は 、 戸 建 て 住 宅 と

し 、 そ の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度

は、次の各号に掲げる区域（地

区計画の区域内で、当該地区計

画 に 係 る 地 区 整 備 計 画 に お い

て、建築物の敷地面積の最低限

度 が 定 め ら れ て い る 区 域 を 除

く。）に応じ、それぞれ当該各号

に定める面積とする。ただし、

規 則 で 定 め る や む を 得 な い と

認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い。  

(1)  市 街 化 区 域  １ ３ ５ 平

方メートル  

 

(2) 市 街 化 調 整 区 域  １ ６ ５

平方メートル。ただし、次条

第 ６ 号 に 規 定 す る 開 発 行 為

においては、自己の居住の用

以 外 に 供 す る 専 用 住 宅 の 建

築 を 目 的 と し て 当 該 開 発 区

域 を ２ 以 上 の 区 画 に 分 割 す

る場合とする。  

 

 

 

 

 

【条例】  

（敷地面積の最低限度）  

第 １ ６ 条  法 第 ３ ３ 条 第 ４ 項 に

規 定 す る 政 令 第 ２ ９ 条 の ３ に

定 め る 基 準 に 従 い 条 例 で 定 め

る 開 発 区 域 内 に お い て 予 定 さ

れ る 建 築 物 は 、 戸 建 て 住 宅 と

し 、 そ の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度

は、次の各号に掲げる区域（地

区計画の区域内で、当該地区計

画 に 係 る 地 区 整 備 計 画 に お い

て、建築物の敷地面積の最低限

度 が 定 め ら れ て い る 区 域 を 除

く。）に応じ、それぞれ当該各号

に定める面積とする。ただし、

規 則 で 定 め る や む を 得 な い と

認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い。  

(1) 市街化区域（第３号に掲

げる区域を除く。）  １ ３ ５ 平 方

メートル  

(2) 市 街 化 調 整 区 域  １ ６ ５

平方メートル。ただし、次条

第 ６ 号 に 規 定 す る 開 発 行 為

においては、自己の居住の用

以 外 に 供 す る 専 用 住 宅 の 建

築 を 目 的 と し て 当 該 開 発 区

域 を ２ 以 上 の 区 画 に 分 割 す

る場合とする。  

(3) 我孫子市手賀沼沿い斜面

林 保 全 条 例 （ 平 成 １ １ 年 条

例 第 １ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号

に 規 定 す る 区 域 の う ち 規 則



 

 

 

 

２  略  

【規則】  

（ 条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項 本 文 た だ

し 書 の 規 則 で 定 め る や む を 得 な

い と 認 め る 場 合 の 敷 地 面 積 の 最

低限度等）  

第 １ １ 条  条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項

本 文 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る

やむを得ないと認める場合は、

４ 以 上 の 戸 建 て 住 宅 の 建 築 の

用に供する敷地（以下「宅地」

と い う 。） を 確 保 す る 開 発 行 為

で、良好な住環境の保持を考慮

した上で、市長が特に認める場

合とし、この場合における宅地

の面積の最低限度は、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める面積とする。

ただし、当該宅地内に条例第１

６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 路 地 状

部分がある場合は、当該路地状

部分の面積は、次の各号に定め

る面積に算入しない。  

(1)及び (2) 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で 定 め る 区 域  ２ ０ ０ 平 方

メートル  

２  略  

【規則】  

（ 条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項 本 文 た だ

し 書 の 規 則 で 定 め る や む を 得 な

い と 認 め る 場 合 の 敷 地 面 積 の 最

低限度等）  

第 １ １ 条  条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項

本 文 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る

やむを得ないと認める場合は、

４ 以 上 の 戸 建 て 住 宅 の 建 築 の

用に供する敷地（以下「宅地」

と い う 。） を 確 保 す る 開 発 行 為

で、良好な住環境の保持を考慮

した上で、市長が特に認める場

合とし、この場合における宅地

の面積の最低限度は、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める面積とする。

ただし、当該宅地内に条例第１

６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 路 地 状

部分がある場合は、当該路地状

部分の面積は、次の各号に定め

る面積に算入しない。  

(1)及び (2) 略  

(3) 次 項 に 定 め る 区 域  ２ の

宅 地 を 限 度 と し て １ ６ ５ 平

方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て、１６５平方メートル以上

の 面 積 の 適 用 を 受 け る こ と

と な っ た 宅 地 以 外 の 宅 地 の

面積の最低限度は、２００平

方メートル以上とする。  

２  条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号

の規則で定める区域は、別表第

４に掲げる区域とする。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】  略  

 

【解説】  

■  条例第１６条第１項本文は、戸

建 て 住 宅 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 を

規定しているが、開発区域が地区計

画の区域内で、当該地区計画に係る

地区整備計画において、建築物の敷

地 面 積 の 最 低 限 度 が 定 め ら れ て い

る区域である場合は、当該制限を適

用しないと規定している。条例第１

６条第１項ただし書は、戸建て住宅

の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 を (1)及 び

(2)に 定め る 面 積と 規 定 し 、 本市 に

お い て 良 質 な 宅 地 水 準 を 確 保 す る

観 点 か ら 当 該 規 定 を 充 足 す る こ と

が望まれるところである。しかしな

がら、開発区域内の地形形状や開発

事業者の事業計画等によっては、や

む を え な い と 判 断 さ れ る 場 合 も 考

えられることから、当該制限を規則

で 定 め る や む を 得 な い と 認 め る 場

合は、この限りでないとすることを

規定している。  

□  規則第１１条本文では、やむ

を 得 な い と 認 め る 場 合 は ４ 以 上 の

戸 建 て 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 敷

地（以下「宅地」という。）を確保す

る開発行為で、良好な住環境の保持

３  開 発 区 域 内 に 配 置 さ れ る 宅

地 が 前 項 に 定 め る 区 域 と 第 １

項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 定 め る

区 域 の 双 方 に 属 す る こ と と な

る と き は 、 各 々 の 宅 地 に つ い

て、宅地の過半の属する区域の

規定を適用する。  

別表第４は規則参照  

 

【趣旨】  略  

 

【解説】  

■  条例第１６条第１項本文は、戸

建 て 住 宅 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 を

規定しているが、開発区域が地区計

画の区域内で、当該地区計画に係る

地区整備計画において、建築物の敷

地 面 積 の 最 低 限 度 が 定 め ら れ て い

る区域である場合は、当該制限を適

用しないと規定している。条例第１

６条第１項ただし書は、戸建て住宅

の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 を (1)～ (3)

に定める面積と規定し、本市におい

て 良 質 な 宅 地 水 準 を 確 保 す る 観 点

か ら 当 該 規 定 を 充 足 す る こ と が 望

ま れ る と こ ろ で あ る 。 し か し な が

ら、開発区域内の地形形状や開発事

業者の事業計画等によっては、やむ

を え な い と 判 断 さ れ る 場 合 も 考 え

られることから、当該制限を規則で

定 め る や む を 得 な い と 認 め る 場 合

は、この限りでないとすることを規

定している。  

□  規則第１１条本文では、やむ

を 得 な い と 認 め る 場 合 は ４ 以 上 の

戸 建 て 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 敷

地（以下「宅地」という。）を確保す

る開発行為で、良好な住環境の保持



 

 

を考慮した上で、市長が特に認める

場 合 と 規 定 し 、 こ の 場 合 の 内 容 を

(1)及び (2)で規定している。  

■  略  

 

例図  

 

【条例】  

（義務教育施設、保育施設、学童

保育施設及び医療施設の設置等） 

第２４条   略  

【規則】  

（ 条 例 第 ２ ４ 条 の 規 則 で 定 め る

施設）  

第１３条  略  

２  条 例 第 ２ ４ 条 の 規 則 で 定 め

る基準は、別表第４に掲げるとお

りとする。  

別表第４は規則参照  

 

【趣旨】  略  

 

【条例】  

（自動車駐車施設）  

第２５条  略  

【規則】  

（ 条 例 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 自 動

車の駐車施設の設置基準）   

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ ５ 条 の 規 則 で

定める基準は、次に掲げるとおり

とする。  

（ 1）  略  

（ 2） 共 同 住 宅 等 の 敷 地 内 に 設

け る 居 住 者 等 の 用 に 供 す る 自 動

車の駐車場（自走式駐車場及び機

械 式 駐  車 場 を 含 む 。 次 号 に お い

て同じ。）は、予定建築物内におい

を考慮した上で、市長が特に認める

場 合 と 規 定 し 、 こ の 場 合 の 内 容 を

(1)～ (3)で規定している。  

■  略  

 

例図  

 

【条例】  

（義務教育施設、保育施設、学童

保育施設及び医療施設の設置等） 

第２４条   略  

【規則】  

（ 条 例 第 ２ ４ 条 の 規 則 で 定 め る

施設）  

第１３条  略  

２  条 例 第 ２ ４ 条 の 規 則 で 定 め

る基準は、別表第５に掲げるとお

りとする。  

別表第５は規則参照  

 

【趣旨】  略  

 

【条例】  

（自動車駐車施設）  

第２５条  略  

【規則】  

（ 条 例 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 自 動

車の駐車施設の設置基準）   

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ ５ 条 の 規 則 で

定める基準は、次に掲げるとおり

とする。  

（ 1）  略  

（ 2）  共 同 住 宅 等 の 敷 地 内 に

設 け る 居 住 者 等 の 用 に 供 す る 自

動車の駐車場（自走式駐車場及び

機 械 式 駐  車 場 を 含 む 。 次 号 に お

いて同じ。）は、予定建築物内にお



 

 

て 計 画 す る 住 戸 数 に 別 表 第 ５ に

定 め る 計  画 住 戸 数 に 対 す る 割 合

を乗じて得た数（その数に１未満

の端数が生じたときは、これを切

り 上 げ た  数 ） 以 上 の 台 数 を 確 保

しなければならない。ただし、サ

ービス付き高齢者向け住宅、学生

寮 そ の 他  こ れ ら に 類 す る 共 同 住

宅等について、市長がやむを得な

いと認めたときは、この限りでな

い。  

 （ 3）及び（ 4）  略  

２  略  

別表第５は規則参照  

 

【趣旨】  略  

 

【改正注記】  

（平成２９年３月規則第８号）   

■  第２号の共同住宅等の駐車場の

設置台数を、用途地域別に規定（規

則別表第５を追加）。  

 

【条例】  

（ 法 第 ３ ４ 条 第 ９ 号 の 政 令 で 定

め る 建 築 物 等 を 目 的 と し た 開 発

行為の接道基準）  

 第２７条  略  

【規則】   

（ 条 例 第 ２ ７ 条 の 規 則 で 定 め る

国道、県道及び市道）  

 第 １ ６ 条  条 例 第 ２ ７ 条 の 規 則

で定める国道、県道及び市道は、

次に掲げるとおりとする。  

(1)から (3)まで  略  

(4)別表第６に定める市道の区間  

別表第６は規則参照  

 

い て 計 画 す る 住 戸 数 に 別 表 第 ６

に 定 め る 計  画 住 戸 数 に 対 す る 割

合を乗じて得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、これを

切 り 上 げ た  数 ） 以 上 の 台 数 を 確

保しなければならない。ただし、

サービス付き高齢者向け住宅、学

生 寮 そ の 他  こ れ ら に 類 す る 共 同

住宅等について、市長がやむを得

ないと認めたときは、この限りで

ない。  

 （ 3）及び（ 4）  略  

２  略  

別表第６は規則参照  

 

【趣旨】  略  

 

【改正注記】  

（平成２９年３月規則第８号）   

■  第２号の共同住宅等の駐車場の

設置台数を、用途地域別に規定（規

則別表第６を追加）。  

 

【条例】  

（ 法 第 ３ ４ 条 第 ９ 号 の 政 令 で 定

め る 建 築 物 等 を 目 的 と し た 開 発

行為の接道基準）  

 第２７条  略  

【規則】   

（ 条 例 第 ２ ７ 条 の 規 則 で 定 め る

国 道 、 県 道 及 び 市 道 ）  第 １ ６ 条  

条 例 第 ２ ７ 条 の 規 則 で 定 め る 国

道、県道及び市道は、次に掲げる

とおりとする。  

(1)から (3)まで  略  

(4)別表第７に定める市道の区間  

別表第７は規則参照  

 



 

 

【趣旨】  略  

 

【解説】  

■  自 動 車 の 運 転 手 等 の 休 憩 所 又

は給油所については、一定の交通量

が あ る 道 路に 接 して 立 地 す るも  の

であり、本市においては、国道、県

道 及 び 幹 線 一 級 に 認 定 し て い る 幅

員 １ ２ メ ート ル を有 す る 市  道 （ 規

則別表第６）とする。  

 

【改正注記】  略  

 

附則  

【条例】  

（施行期日）   

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ９ 年 １ １

月３０日から施行する。  

 （経過措置）   

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 、 こ

の 条 例 に よ る 改 正 前 の 我 孫 子 市

開 発 行 為 に 関 す る 条 例 第 ４ 条 第

１ 項 の  規 定 に よ り さ れ た 事 前 協

議 の 申 請 に 係 る 開 発 行 為 及 び 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ

れ た 協 議 書 に 係 る 開 発 行 為 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

【規則】   

この規則は、平成１９年１１月３

０日から施行する。  

から  

【条例】  

（ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 条 例 第

４９号）   

この条例は、令和８年１月１日か

ら施行する。   

【規則】  

（ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 規 則 第

【趣旨】  略  

 

【解説】  

■  自 動 車 の 運 転 手 等 の 休 憩 所 又

は給油所については、一定の交通量

が あ る 道 路に 接 して 立 地 す るも  の

であり、本市においては、国道、県

道 及 び 幹 線 一 級 に 認 定 し て い る 幅

員 １ ２ メ ート ル を有 す る 市  道 （ 規

則別表第７）とする。  

 

【改正注記】  略  

 

附則  

【条例】  

（施行期日）   

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ９ 年 １ １

月３０日から施行する。  

 （経過措置）   

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 、 こ

の 条 例 に よ る 改 正 前 の 我 孫 子 市

開 発 行 為 に 関 す る 条 例 第 ４ 条 第

１ 項 の  規 定 に よ り さ れ た 事 前 協

議 の 申 請 に 係 る 開 発 行 為 及 び 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ

れ た 協 議 書 に 係 る 開 発 行 為 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

【規則】   

この規則は、平成１９年１１月３

０日から施行する。  

から  

【条例】  

（ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 条 例 第

４９号）   

この条例は、令和８年１月１日か

ら施行する。   

【規則】  

（ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 規 則 第



 

 

 

６５号）   

この規則は、令和８年１月１日か

ら施行する。  

まで  略  

【条例】  

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ３ 日 条 例 第 １

３号）  

この条例は、公布の日から施行す

る。  

【規則】  

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ３ 日 規 則 第 １

８号）  

この規則は、公布の日から施行す

る。  
 

６５号）   

この規則は、令和８年１月１日か

ら施行する。  

まで  略  


